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(57)【要約】
【課題】　スクイズ容器のキャップ本体にアタッチメン
トを着脱可能に装着することにより、内容液を液状また
は霧状に切り替えて吐出することができる吐出容器を提
供する。
【解決手段】　内容液が充填されたスクイズ容器Ａと、
スクイズ容器Ａに装着されるキャップ本体Ｂと、キャッ
プ本体Ｂに着脱可能に装着されるアタッチメントＣと、
キャップ本体ＢまたはアタッチメントＣを覆う蓋体Ｄと
を備える吐出容器であって、キャップ本体Ｂは、スクイ
ズ容器Ａの口部１に装着される装着部１０と、内容液を
液状で吐出する注出筒６とを有し、アタッチメントＣは
、キャップ本体Ｂに着脱可能に装着される本体Ｃ１と、
本体Ｃ１の上部に装着され、内容液を霧状で吐出するノ
ズルチップＣ２と、本体Ｃ１内に固定されるスリット弁
Ｃ３と、本体Ｃ１内に装着され、スリット弁Ｃ３を固定
する弁押えＣ４とを有することを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内容液が充填されたスクイズ容器と、スクイズ容器に装着されるキャップ本体と、キャ
ップ本体に着脱可能に装着されるアタッチメントと、キャップ本体またはアタッチメント
を覆う蓋体とを備える吐出容器であって、
　キャップ本体は、スクイズ容器の口部に装着される装着部と、内容液を液状で吐出する
注出筒とを有し、
　アタッチメントは、キャップ本体に着脱可能に装着される本体と、本体の上部に装着さ
れ、内容液を霧状で吐出するノズルチップと、本体内に固定されるスリット弁と、本体内
に装着され、スリット弁を固定する弁押えとを有することを特徴とする吐出容器。
【請求項２】
　アタッチメントの本体は、リング状の基壁と、基壁の外周縁から垂設される外周壁と、
基壁の内縁を貫通するように立設されるとともに下端がスリット弁と当接する内側壁と、
内側壁の上端から連設される注出部と、注出部の下端から連結部を介して注出部内に突出
する突出部と、連結部に形成された注出孔と、基壁の外縁に設けられ、蓋体と係合する蓋
係合部と、基壁の下面の所定の位置から垂設され、弁押えと嵌合する嵌合内筒とを有する
ことを特徴とする請求項１に記載の吐出容器。
【請求項３】
　ノズルチップは、外周が本体の注出部内周に保持され、内周が本体の突出部との間で内
容液の通路として確保される周壁と、周壁の上端を覆う隔壁と、隔壁の中心に設けられた
噴霧孔と、隔壁の下面と突出部の上面との間で、隔壁側または突出部側のいずれか一方に
設けられ、内容液を撹拌しながら噴霧孔に案内するスピン通路とを有することを特徴とす
る請求項２に記載の吐出容器。
【請求項４】
　スリット弁は、本体の内側壁内に入るとともに内周下部に弁押えが係合する環状筒と、
環状筒の内周上端から下方に凹むように湾曲するスリット部と、環状筒の外周下部から突
設され、上面に内側壁下端面が当接するとともに下面に弁押えが係合するフランジ部とを
有することを特徴とする請求項２または３に記載の吐出容器。
【請求項５】
　弁押えは、外周が本体の嵌合内筒の内周に保持される嵌合壁と、嵌合壁の内周に連設さ
れるリング壁と、リング壁の内縁から立設される内周壁と、外周下端が内周壁の内周上端
に連設され、外周上部がスリット弁の環状筒の内周に係合する延長注出筒とを有すること
を特徴とする請求項４に記載の吐出容器。
【請求項６】
　アタッチメントは、流通時に本体に装着可能な流通用キャップをさらに有し、
　流通用キャップは、アタッチメントの本体の下端面に当接し、内方を封鎖する底板と、
底板の中央から立設され、先端部がスリット弁のスリット部に当接する突部と、底板の外
縁から立設され、本体と係合して封鎖状態を維持する筒壁とを有することを特徴とする請
求項１～５のいずれかに記載の吐出容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、調味料、化粧料等の内容液を充填し、胴部をスクイズ（押圧）して押し出す
スクイズ容器に装着して、内容液を液状または霧状に切り替えて吐出することができる吐
出容器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、各種の調味料をはじめ、化粧料や薬剤等の内容液をスクイズ容器に充填し、
胴部をスクイズすることによって、内容液を吐出させる容器が使用されている。
　また、スクイズによって、比較的広い範囲に内容液を霧状で吐出することが可能なキャ
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ップも知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－６８９９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１記載のスクイズ容器用のキャップは、スクイズにより霧
状で吐出するには好都合であるが、途中で内容液を液状で吐出する必要が生じても、液状
で吐出することができないという問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記問題を解決することを課題とし、スクイズ容器のキャップ本体にアタッ
チメントを着脱可能に装着することにより、内容液を液状または霧状に切り替えて吐出す
ることができる吐出容器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記の課題を解決するため、吐出容器として、内容液が充填されたスクイズ
容器と、スクイズ容器に装着されるキャップ本体と、キャップ本体に着脱可能に装着され
るアタッチメントと、キャップ本体またはアタッチメントを覆う蓋体とを備える吐出容器
であって、キャップ本体は、スクイズ容器の口部に装着される装着部と、内容液を液状で
吐出する注出筒とを有し、アタッチメントは、キャップ本体に着脱可能に装着される本体
と、本体の上部に装着され、内容液を霧状で吐出するノズルチップと、本体内に固定され
るスリット弁と、本体内に装着され、スリット弁を固定する弁押えとを有することを特徴
とする構成を採用する。
【０００７】
　吐出容器のキャップ本体に装着されるアタッチメントの実施形態として、アタッチメン
トの本体は、リング状の基壁と、基壁の外周縁から垂設される外周壁と、基壁の内縁を貫
通するように立設されるとともに下端がスリット弁と当接する内側壁と、内側壁の上端か
ら連設される注出部と、注出部の下端から連結部を介して注出部内に突出する突出部と、
連結部に形成された注出孔と、基壁の外縁に設けられ、蓋体と係合する蓋係合部と、基壁
の下面の所定の位置から垂設され、弁押えと嵌合する嵌合内筒とを有することを特徴とす
る構成を採用し、また、ノズルチップは、外周が本体の注出部内周に保持され、内周が本
体の突出部との間で内容液の通路として確保される周壁と、周壁の上端を覆う隔壁と、隔
壁の中心に設けられた噴霧孔と、隔壁の下面と突出部の上面との間で、隔壁側または突出
部側のいずれか一方に設けられ、内容液を撹拌しながら噴霧孔に案内するスピン通路とを
有することを特徴とする構成を採用し、また、スリット弁は、本体の内側壁内に入るとと
もに内周下部に弁押えが係合する環状筒と、環状筒の内周上端から下方に凹むように湾曲
するスリット部と、環状筒の外周下部から突設され、上面に内側壁下端面が当接するとと
もに下面に弁押えが係合するフランジ部とを有することを特徴とする構成を採用し、また
、弁押えは、外周が本体の嵌合内筒の内周に保持される嵌合壁と、嵌合壁の内周に連設さ
れるリング壁と、リング壁の内縁から立設される内周壁と、外周下端が内周壁の内周上端
に連設され、外周上部がスリット弁の環状筒の内周に係合する延長注出筒とを有すること
を特徴とする構成を採用する。
【０００８】
　また、吐出容器のキャップ本体に装着するアタッチメントの別の実施形態として、アタ
ッチメントは、流通時に本体に装着可能な流通用キャップをさらに有し、流通用キャップ
は、アタッチメントの本体の下端面に当接し、内方を封鎖する底板と、底板の中央から立
設され、先端部がスリット弁のスリット部に当接する突部と、底板の外縁から立設され、
本体と係合して封鎖状態を維持する筒壁とを有することを特徴とする構成を採用する。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明の吐出容器は、内容液が充填されたスクイズ容器と、スクイズ容器に装着される
キャップ本体と、キャップ本体に着脱可能に装着されるアタッチメントと、キャップ本体
またはアタッチメントを覆う蓋体とを備え、内容液を液状で吐出するキャップ本体にアタ
ッチメントを装着することにより、内容液を霧状で吐出することができ、スクイズ容器に
充填された内容液を液状または霧状で吐出する吐出容器として、使用者が簡単に切り替え
て使用することができる。
　また、本発明の吐出容器のアタッチメントは、流通時に本体に装着可能な流通用キャッ
プをさらに有し、流通用キャップは、アタッチメントの本体の下端面に当接し、内方を封
鎖する底板と、底板の中央から立設され、先端部がスリット弁のスリット部に当接する突
部を有することにより、流通用キャップの突部の先端部がスリット弁のスリット部の下面
中央に当接し、かつ少し下から押し上げ、常にスリットを押し広げるので、流通時の時間
経過などによりスリットが癒着してスリット自体が機能しなくなることを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例における吐出容器にアタッチメントを装着した時の閉蓋状態を示
す側面半断面図である。
【図２】本発明の実施例における吐出容器とアタッチメントとを分けた流通時の状態を示
す側面半断面図である。
【図３】本発明の実施例におけるアタッチメントを示す図であり、（ａ）は本体の上面図
、（ｂ）は本体の側面半断面図である。
【図４】本発明の実施例におけるアタッチメントを示す図であり、（ａ）はノズルチップ
の側面半断面図、（ｂ）はノズルチップの下面図、（ｃ）はスリット弁の上面図、（ｄ）
はスリット弁の側面半断面図である。
【図５】本発明の実施例におけるアタッチメントを示す図であり、（ａ）は弁押えの半断
面図、（ｂ）は流通用キャップの側面半断面図である。
【図６】本発明の吐出容器における液状で吐出する状態を示す一部側面断面図である。
【図７】本発明の吐出容器におけるアタッチメント装着時の霧状で吐出する状態を示す一
部側面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００１１】
　本発明の実施形態に係る吐出容器について、実施例に示した図面を参照して説明する。
　図１において、Ａはスクイズ容器、Ｂはスクイズ容器Ａに装着されるキャップ本体、Ｃ
はキャップ本体Ｂに着脱可能に装着されるアタッチメント、Ｄはキャップ本体Ｂまたはア
タッチメントＣに着脱可能に装着される蓋体であり、本実施例の吐出容器は、スクイズ容
器Ａと、キャップ本体Ｂと、アタッチメントＣと、蓋体Ｄとを備える。
　また、図２に示すように、流通時には、アタッチメントＣは、流通用キャップＥを装着
することができる。
【００１２】
　スクイズ容器Ａは、図１および図２に示すように、硬質な口部１と変形可能な軟質な胴
部２を有し、口部１の外周面には、嵌合突部３が設けられている。
【００１３】
　キャップ本体Ｂは、スクイズ容器Ａの口部１に装着される装着部１０と、装着部１０の
リング状の上壁４の内縁から立設される側壁５と、側壁５の上端から段部を介して立設さ
れる注出筒６とを備えている。
【００１４】
　装着部１０は、リング状の上壁４と、上壁４の外縁に設けられ、蓋体Ｄまたはアタッチ
メントＣと係合する環状の蓋係合部７と、上壁４の下面内周縁に垂設される内筒８と、上
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壁４の下面外周縁から垂設される外筒９とから構成されている。
　外筒９は、内周にスクイズ容器Ａの口部１の嵌合突部３と係合する係合突部１１が設け
られている。
【００１５】
　アタッチメントＣは、図１および図２に示すように、キャップ本体Ｂに着脱可能に装着
される本体Ｃ１と、本体Ｃ１の上部に装着されるノズルチップＣ２と、本体Ｃ１内に固定
されるスリット弁Ｃ３と、本体Ｃ１内に装着され、スリット弁Ｃ３を固定する弁押えＣ４
とから構成されており、流通時には、本体Ｃ１に流通用キャップＥが装着される。
【００１６】
　本体Ｃ１は、図２および図３に示すように、リング状の基壁１５と、基壁１５の内縁を
貫通するように立設されるとともに下端がスリット弁Ｃ３と当接する内側壁１６と、内側
壁１６の上端から段部を介して連設される注出部１７と、基壁１５の外縁に設けられ、蓋
体Ｄと係合する環状の蓋係合部１８と、基壁１５の下面の所定の位置から垂設され、内周
下部が弁押えＣ４と嵌合する嵌合内筒１９と、基壁１５の下面外周縁から垂設される外周
壁２０とから構成されている。
　外周壁２０の下部には、内周にキャップ本体Ｂの蓋係合部７とアンダーカット嵌合して
装着される装着係合部２１が設けられ、外周に流通用キャップＥを装着する環状の嵌合突
条２２が設けられている。
【００１７】
　注出部１７の内周下端部には、３カ所の連結部２３を介して円筒状の突出部２４が連設
されており、それぞれの連結部２３の間に、注出孔２５が形成され、また、突出部２４に
は、注出孔２５に連通し、内容液の通路となる３カ所の縦溝２６が形成されている。また
、縦溝２６は、少なくとも１カ所形成されていればよい。
　注出部１７内周と突出部２４外周との間の環状溝内にノズルチップＣ２が装着される。
【００１８】
　ノズルチップＣ２は、図２、図４（ａ）および（ｂ）に示すように、外周が本体Ｃ１の
注出部１７内周に凹凸嵌合によって嵌合保持され、内周が突出部２４の縦溝２６とで内容
液の通路として確保される周壁３０と、周壁３０の上端を覆う隔壁３１とを備えている。
　隔壁３１の上面は、中央部がすり鉢状になっており、その中心には噴霧孔３２が設けら
れており、隔壁３１の下面は、突出部２４の上面とともに内容液を撹拌しながら噴霧孔３
２に案内するスピン通路３３が設けられている。
【００１９】
　スリット弁Ｃ３は、図２、図４（ｃ）および（ｄ）に示すように、本体Ｃ１の内側壁１
６内に入るとともに内周下部に弁押えＣ４が係合する環状筒３５と、環状筒３５の内周上
端から下方に凹むように湾曲するスリット部３６と、環状筒３５の外周下部から突設され
、上面に内側壁１６下端面が当接するとともに下面に弁押えＣ４が係合するフランジ部３
７とからなり、スリット部３６には、十字状のスリット３８が設けられている。
【００２０】
　弁押えＣ４は、図２および図５（ａ）に示すように、外周が本体Ｃ１の嵌合内筒１９の
内周下部に凹凸嵌合によって嵌合保持される嵌合壁４０と、嵌合壁４０の内周に連設され
るリング壁４１と、リング壁４１の内縁から立設される内周壁４２と、外周下端が内周壁
４２の内周上端に連設され、外周上部がスリット弁Ｃ３の環状筒３５の内周下部に係合す
る延長注出筒４３とから構成されている。
【００２１】
　嵌合壁４０の外周には、上面が嵌合内筒１９の下端面に当接し、弁押えＣ４が本体Ｃ１
に対して上にズレないようにするフランジ４４が突設されている。
　弁押えＣ４は、嵌合壁４０の外周上部が本体Ｃ１の嵌合内筒１９の内周下部に嵌合保持
されることで、延長注出筒４３の外周がスリット弁Ｃ３の環状筒３５の下部内周と係合し
、また、本体Ｃ１の内側壁１６の下端面と、嵌合壁４０上端面および内周壁４２の上端面
との間でスリット弁Ｃ３のフランジ部３７を挟持し、アタッチメントＣ内にスリット弁Ｃ



(6) JP 2020-104892 A 2020.7.9

10

20

30

40

50

３を保持するようになっている。
【００２２】
　蓋体Ｄは、図１および図２に示すように、頂壁４５と、頂壁４５の周縁部から垂設され
た側周壁４６とを備え、頂壁４５の下面には、閉蓋時にキャップ本体Ｂの注出筒６または
アタッチメントＣの本体Ｃ１の注出部１７の外周面上端に軽く当接する位置に内側リング
４７が垂設され、その外側には、内周下部がキャップ本体Ｂの側壁５または本体Ｃ１の内
側壁１６の外周上部に当接し、内方を密封する外側リング４８が垂設されている。
　側周壁４６の下部内周には、キャップ本体Ｂの蓋係合部７またはアタッチメントＣの本
体Ｃ１の蓋係合部１８とアンダーカット嵌合して係合し、閉蓋を維持する係合突部４９が
設けられている。
【００２３】
　流通用キャップＥは、図２および図５（ｂ）に示すように、アタッチメントＣの本体Ｃ
１の外周壁２０の下端面に当接し、外周壁２０の内方を封鎖する底板５０と、底板５０の
中央から立設され、外周上部が弁押えＣ４の延長注出筒４３内の下方から挿入された棒状
の突部５１と、底板５０の外縁から立設され、内周が外周壁２０の嵌合突条２２と嵌合す
る筒壁５２とから構成されている。
　突部５１の高さは、図２に示すように、流通用キャップＥをアタッチメントＣに装着し
た時に突部５１の先端部がスリット弁Ｃ３のスリット部３６の下面中央に当接し、かつ少
し下から押し上げるような高さであることが好ましい。
　筒壁５２の内周には、外周壁２０の嵌合突条２２と係合し、閉蓋状態を維持させる係合
部５３が設けられている。
【００２４】
　次に、本実施例の使用態様と作用効果について説明する。
　本実施例の吐出容器は、流通時には、図２に示すように、内容液を充填したスクイズ容
器Ａに、蓋体Ｄを装着したキャップ本体Ｂを装着して密封状態で出荷される。
　また、アタッチメントＣは、流通用キャップＥを装着し、吐出容器と別体でアタッチメ
ント部品として吐出容器に添付される。
【００２５】
　流通時のアタッチメントＣは、流通用キャップＥの突部５１の先端部がスリット弁Ｃ３
のスリット部３６の下面中央に当接し、かつ少し下から押し上げ、常にスリット３８を押
し広げるので、流通時の時間経過などによりスリット３８が癒着してスリット自体が機能
しなくなることを防止できる。
【００２６】
　流通時の吐出容器の場合、閉蓋時には、蓋体Ｄの側周壁４６の係合突部４９と、キャッ
プ本体Ｂの蓋係合部７とが係合し、閉蓋を維持することができる。
　また、蓋体Ｄの内側リング４７は、キャップ本体Ｂの注出筒６の外周面上端に軽く当接
し、さらに、外側リング４８は、内周下部がキャップ本体Ｂの側壁５の外周上部に係合し
、容器内を密封することができる。
【００２７】
　内容液を液状で吐出する際には、吐出容器を流通時の状態で使用すればよいので、吐出
容器から蓋体Ｄを外し、図６に示すように、スクイズ容器Ａを傾け、内容液を口部１から
キャップ本体Ｂを介して注出筒６から吐出させることができる。
　内容液を吐出後は、スクイズ容器Ａの傾きを元に戻し、蓋体Ｄをキャップ本体Ｂに装着
することで閉蓋し、スクイズ容器Ａ内を再び密封することができる。
【００２８】
　内容液を霧状で吐出（噴霧）する際には、まず、流通時の吐出容器から蓋体Ｄを外した
後、アタッチメントＣから流通用キャップＥを外し、キャップ本体Ｂの上部からアタッチ
メントＣを装着する。
　その際、アタッチメントＣは、本体Ｃ１の外周壁２０の装着係合部２１が、キャップ本
体Ｂの蓋係合部７と係合し、キャップ本体Ｂに固定される。
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　また、アタッチメントＣの弁押えＣ４は、嵌合壁４０の下部内周がキャップ本体Ｂの側
壁５の外周に当接し、さらに、内周壁４２の内周および延長注出筒４３の下端面がキャッ
プ本体Ｂの注出筒６外周に当接することで、アタッチメントＣの弁押えＣ４と、キャップ
本体Ｂとの係合を強固にし、弁押えＣ４がアタッチメントＣ内で、外れたり、ズレてしま
うことを防止できる。
【００２９】
　次に、図７に示すように、アタッチメントＣの注出部１７を吐出する方向に向けるよう
に吐出容器を傾け、スクイズ容器Ａの胴部２をスクイズし、その押圧力でスクイズ容器Ａ
内の内容液をノズルチップＣ２の噴霧孔３２から霧状で吐出させることができる。
【００３０】
　その際、スクイズ容器Ａ内の押圧された内容液が口部１からキャップ本体Ｂの注出筒６
内周、アタッチメントＣの弁押えＣ４の延長注出筒４３の内周、スリット弁Ｃ３内方に順
に案内され、スリット弁Ｃ３のスリット部３６を吐出方向に押圧して変形させ、スリット
３８を開口させる。
　次に、押圧された内容液は、スリット３８の開口から本体Ｃ１の内側壁１６内方に案内
され、注出部１７の注出孔２５を通り、ノズルチップＣ２内に入り、ノズルチップＣ２内
方と突出部２４の外周とで撹拌、圧縮されて噴霧孔３２から霧状で吐出させることができ
る。
【００３１】
　スクイズ容器Ａの胴部２のスクイズを止めると、内容液の圧力が低下し、スリット弁Ｃ
３のスリット部３６の変形が元に戻され、スリット３８が閉鎖させるので、吐出が止めら
れる。
　また、吐出容器が下向きに向けられていても、スクイズ容器Ａ内の内容液がスリット部
３６で止められ、噴霧孔３２から液が垂れ落ちることを防止できる。
　再度、スクイズ容器Ａの胴部２をスクイズすると、スリット弁Ｃ３のスリット部３６が
変形してスリット３８が開口するので、内容液が無くなるまで吐出を繰り返すことができ
る。
【００３２】
　吐出容器にアタッチメントＣを装着した状態で、吐出容器を閉蓋する際には、吐出容器
の傾きを元に戻し、図１に示すように、蓋体ＤをアタッチメントＣに装着することで吐出
容器内を密封して閉蓋することができる。
　その際、蓋体Ｄの側周壁４６の係合突部４９と、アタッチメントＣの本体Ｃ１の蓋係合
部１８とが係合し、閉蓋を維持できる。
　また、蓋体Ｄの内側リング４７は、本体Ｃ１の注出部１７の外周面上端に軽く当接し、
さらに、外側リング４８の内周下部が本体Ｃ１の内側壁１６の外周上部に係合し、吐出容
器内を密封できる。
【００３３】
　内容液を霧状で吐出するのを止めて液状で吐出するように戻すには、アタッチメントＣ
をキャップ本体Ｂから再び外すことで内容液を液状で吐出することができる。
【００３４】
　本実施例の吐出容器は、キャップ本体Ｂに蓋体Ｄを直接装着することで内容液を液状で
吐出する容器として、また、アタッチメントＣをキャップ本体Ｂの上部に装着することで
内容液を霧状で吐出する容器として、使用者が簡単に選択して使用することができる。
　また、蓋体Ｄは、キャップ本体ＢまたはアタッチメントＣに装着して閉蓋できるので、
蓋体Ｄをキャップ本体Ｂ用とアタッチメントＣ用とに、複数用意する必要がない。
【００３５】
　さらに、スクイズ容器Ａの胴部２をスクイズすることでアタッチメントＣから内容液を
霧状に吐出できるので、噴霧容器としてポンプ機構を使用せず、簡単な構成で噴霧するこ
とができ、また、スプリングなどの金属部品を使うことが無く、内容液に錆などが混入す
ることがない。
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【００３６】
　本実施例では、キャップ本体Ｂの上部に蓋係合部７を配設し、蓋体Ｄの側周壁４６の内
周下部に係合突部４９を配設し、アンダーカット嵌合することで閉蓋するようにしている
が、蓋係合部７および係合突部４９を雄ねじおよび雌ねじで形成し、螺合により閉蓋する
ようにしてもよい。
　その際には、アタッチメントＣの本体Ｃ１の蓋係合部１８と、外周壁２０の装着係合部
２１も雄ねじと雌ねじで形成し、螺合により閉蓋するようにすればよい。
　以上のように、キャップ本体ＢおよびアタッチメントＣと蓋体Ｄとの係合形式は、閉蓋
状態を維持できれば、どのような形式でもよく、上記実施例の形態に限定されない。
【００３７】
　本実施例では、キャップ本体Ｂと蓋体Ｄを別体で成形しているが、キャップ本体Ｂの外
筒９の外周上部の一部と、裏返した蓋体Ｄの側周壁４６の外周上部の一部をヒンジを介し
て連設して一体成形してもよい。
　その際には、蓋体Ｄをヒンジを介してキャップ本体Ｂから開蓋した後、アタッチメント
Ｃをキャップ本体Ｂの上部に装着して使用することとなる。
　この場合には、アタッチメントＣを装着すると、キャップ本体Ｂは、ヒンジを介して連
設された蓋体Ｄで閉蓋することはできないので、アタッチメントＣを閉蓋の都度、取り外
し、キャップ本体Ｂと蓋体Ｄとで閉蓋する必要がある。
【００３８】
　また、蓋体Ｄとキャップ本体Ｂとの間のヒンジを破断して別体とし、アタッチメントＣ
の上部に蓋体Ｄを装着するようにしてもよい。
　さらに、新しい蓋体Ｄを用意し、アタッチメントＣの本体Ｃ１にヒンジを介して連設し
て一体成形するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明の吐出容器は、内容液を液状で吐出するキャップ本体にアタッチメントを装着す
ることにより、内容液を霧状で吐出することができ、スクイズ容器に充填された内容液を
液状または霧状で吐出する吐出容器として、使用者が簡単に切り替えて使用することがで
きるので、特に調味料、化粧料や薬剤などを充填する吐出容器として好適である。
【符号の説明】
【００４０】
　Ａ　　　　　　　スクイズ容器
　Ｂ　　　　　　　キャップ本体
　Ｃ　　　　　　　アタッチメント
　Ｃ１　　　　　　本体
　Ｃ２　　　　　　ノズルチップ
　Ｃ３　　　　　　スリット弁
　Ｃ４　　　　　　弁押え
　Ｄ　　　　　　　蓋体
　Ｅ　　　　　　　流通用キャップ
　１　　　　　　　口部
　２　　　　　　　胴部
　３　　　　　　　嵌合突部
　４　　　　　　　上壁
　５　　　　　　　側壁
　６　　　　　　　注出筒
　７、１８　　　　蓋係合部
　８　　　　　　　内筒
　９　　　　　　　外筒
１０　　　　　　　装着部
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１１、４９　　　　係合突部
１５　　　　　　　基壁
１６　　　　　　　内側壁
１７　　　　　　　注出部
１９　　　　　　　嵌合内筒
２０　　　　　　　外周壁
２１　　　　　　　装着係合部
２２　　　　　　　嵌合突条
２３　　　　　　　連結部
２４　　　　　　　突出部
２５　　　　　　　注出孔
２６　　　　　　　縦溝
３０　　　　　　　周壁　
３１　　　　　　　隔壁
３２　　　　　　　噴霧孔
３３　　　　　　　スピン通路
３５　　　　　　　環状筒
３６　　　　　　　スリット部
３７　　　　　　　フランジ部
３８　　　　　　　スリット
４０　　　　　　　嵌合壁
４１　　　　　　　リング壁
４２　　　　　　　内周壁
４３　　　　　　　延長注出筒
４４　　　　　　　フランジ
４５　　　　　　　頂壁
４６　　　　　　　側周壁
４７　　　　　　　内側リング
４８　　　　　　　外側リング
５０　　　　　　　底板
５１　　　　　　　突部
５２　　　　　　　筒壁
５３　　　　　　　係合部
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